
証券コード　7602
平成28年６月８日

株　主　各　位

東京都台東区蔵前一丁目５番１号

株式会社カーチスホールディングス
取締役兼代表執行役社長 松本　光章

第29回定時株主総会招集ご通知

　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月23日（木曜日）午後６時

までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬　具

記

1. 日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時30分

2. 場 所 東京都江戸川区北小岩一丁目17番１号

小岩アーバンプラザ　ホール

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1.　第29期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査委員会の

連結計算書類監査結果報告の件

2.　第29期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書

類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役８名選任の件

以　上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。また、代理人による出席の場合は、代理権を
証明する書面を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。なお、代理
人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様１名に限ることとさせていただきま
す。

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が
生 じ た 場 合 は 、 郵 送 ま た は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.carchs-hd.com/）に掲載する方法によりお知らせいたします。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

1.　企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日）におけるわが
国の経済は、震災からの復興の加速化とデフレからの脱却を確実なものとす
るために政府が経済対策や金融施策に取り組む中、企業収益や雇用情勢が改
善傾向にあり、足元の個人消費は消費者マインドに足踏みがみられるなか、
概ね横ばいとなっております。また、米国の金融政策正常化の影響、中国を
始めアジア新興国等の経済の先行き、原油価格等の下落の影響や金融市場の
変動の影響等について留意する必要はあるものの、世界の景気は緩やかに回
復しております。
　当社グループが属する自動車業界においては、国内における新車の販売台
数（軽自動車含む）は、軽自動車増税による販売不振の影響によって、前年
同期を6.8％減少と大きく下回りました。中古車市場においても、中古車登録
台数（軽自動車含む）が前年同期に対して0.6％増加となったものの、依然と
して厳しい環境となりました。
　このような環境の中で、当社グループは前年の消費税増税の影響からの脱
却や国内営業部門および輸出部門の強化によって、売上高・利益共に前年同
期を上回りました。
　以上の結果、売上高は33,769百万円（前年同期比6.3％増）、売上総利益は
6,330百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は479百万円（前年同期比11.8％
増）、経常利益は504百万円（前年同期比12.9％増）、親会社株主に帰属する
当期純利益は344百万円（前年同期比31.1％増）となりました。
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(2) 部門別売上高

部 門 別 売上高（千円） 構 成 率

商 品
中 古 自 動 車 31,154,305 92.3％

そ の 他 2,595,815 7.7％

計 33,750,120 99.9％

そ の 他 19,012 0.1％

合 計 33,769,133 100.0％

(3) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、さらなる成長を実現するため、次の課題に重点的に取り組

んでまいります。

①人員確保による収益力の向上

当社グループの主要部門である中古車買取・販売事業の収益強化に貢献し、

顧客満足の向上を図るために営業社員を確保してまいります。また、管理職

のマネジメント能力の向上にも努め、当社グループ全体の事業展開および管

理体制の強化を推進しうる人材を育成し、収益力を強化してまいります。

②コーポレート・ガバナンス体制の強化

当社は、コーポレート・ガバナンスを強化するため、経営監督機能と業務

執行機能を分離させる指名委員会等設置会社を採用しております。また、コ

ンプライアンス部および内部監査部にて、当社グループ全体における各社の

意思決定から店舗のオペレーションに至るまで、各種法令・規程等の遵守状

況について監査・指導を実施しております。内部監査部という社内機関と社

外取締役のみで構成する監査委員会が連動する事によって、より高いレベル

でのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築してまいります。

－ 3 －



(5) 設備投資等の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、合計575,634千円であり、重要な設

備投資の状況は次のとおりであります。

店舗出店に伴う建物工事及び備品購入 468,464千円

店舗リニューアルに伴う工事 43,721千円

本社移転に伴う工事及び備品購入 33,576千円

(6) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

(8) 財産および損益の状況の推移

①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区　　分
第 26 期

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

第 27 期

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

第 28 期

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第 29 期
(当連結会計年度)

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

売 上 高
(千円)

30,245,138 34,071,493 31,765,779 33,769,133

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

(千円)
881,737 1,268,064 262,856 344,500

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

3円74銭 5円37銭 11円12銭 14円43銭

純 資 産
(千円)

5,643,954 6,941,604 7,467,879 7,500,436

総 資 産
(千円)

7,707,561 8,843,626 10,649,871 10,245,716
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②　会社の財産および損益の状況の推移

区　　分
第 26 期

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

第 27 期

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

第 28 期

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

第 29 期
（当期）

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

売 上 高
(千円)

616,554 664,936 2,134,574 1,169,753

当 期 純 利 益
(千円)

241,750 484,685 1,611,990 612,722

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

1円02銭 2円05銭 68円21銭 25円66銭

純 資 産
(千円)

2,930,555 3,444,617 5,070,963 5,364,399

総 資 産
(千円)

3,130,762 3,586,700 5,874,065 6,103,868

　　 (注) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

　　　　　平成26年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しており、第28期か
らの１株当たり当期純利益は、当該併合後の株式数で算定しております。

　　　　　第28期からの売上高の増加については、子会社からの配当金を受領したことによります。

(9) 重要な親会社および子会社の状況
①　親会社との状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 決　算　日 主要な事業内容

株式会社カーチス 100,000 千円 100.0 ％ ３月31日 自動車関連事業

株 式 会 社 カ ー チ ス
コ ー ル セ ン タ ー

60,600 千円 100.0 ％ ３月31日 コールセンター事業

株 式 会 社 カ ー チ ス
九 州 販 売

10,000 千円 100.0 ％ ３月31日 自動車関連事業

株 式 会 社 タ カ ト ク 93,400 千円 94.9 ％ ３月31日 自動車関連事業

株 式 会 社 ア ガ ス タ 100,000 千円 66.7 ％ ３月31日 自動車関連事業

（注1）株式会社タカトクは、当連結会計年度において決算日を12月31日から３月31日に変更して
おります。

（注2）株式会社カーチスコールセンターは、平成28年４月１日をもちまして株式会社カーチスに
吸収合併いたしました。

③　当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社カーチス

特定完全子会社の住所
東京都千代田区紀尾井町4丁目1番
新紀尾井町ビル　2F

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

1,543,584千円

当社の総資産額 6,103,868千円
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(10) 主要な事業内容(平成28年3月31日現在）

自動車関連事業…中古車の買取・販売・輸出および新車の販売等

連結子会社の数

連結子会社の数　　５社

株式会社カーチス、株式会社カーチスコールセンター、株式会社カーチス九州

販売、株式会社タカトク、株式会社アガスタ
　（注）株式会社カーチスコールセンターは、平成28年４月１日をもちまして株式会社カーチスに吸収

合併いたしました。

(11) 主要な営業所(平成28年３月31日現在）

　 ①当社

　　　 本社：東京都千代田区紀尾井町４番１号

　 ②主要な子会社

　　　 株式会社カーチス

本 社 東京都台東区蔵前一丁目５番１号

買 取 拠 点 カーチス札幌清田買取センター (北海道札幌市)

カーチスメガ仙台買取センター (宮城県仙台市)

カーチスさいたま西買取センター (埼玉県さいたま市)

カーチス名古屋北買取センター (愛知県名古屋市)

カーチス大阪平野買取センター (大阪府大阪市)

カーチス神戸西買取センター (兵庫県神戸市)

カーチス広島買取センター (広島県福広島市)

他54店舗

販 売 拠 点 カーチスメガ仙台販売センター (宮城県仙台市)

カーチス水戸販売センター (茨城県東茨城郡)

カーチス千葉販売センター (千葉県千葉市)

カーチス枚方販売センター (大阪府枚方市)

カーチス南港販売センター (大阪府大阪市)

カーチス新潟桜木インター販売センター (新潟県新潟市)

(12) 従業員の状況(平成28年3月31日現在）

区　　　分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男　　　　　性 463 名  11名増 35.6 歳 6.7 年

女　　　　　性 53 名  1名増 32.9 歳 6.5 年

合計又は平均 516 名 12名増 35.4 歳 6.6 年

　（注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外部への出向者を除く）であります。

(13) 主要な借入先(平成28年3月31日現在）

借入先 借入残高

株式会社みずほ銀行 575百万円
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2.　会社の株式に関する事項(平成28年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 50,000,000株

(2) 発行済株式の総数 24,086,909株（自己株式　1,161,186株を含む）

(3) 株主数 11,187名

(4) 大株主（上位10名）

株　　　　　主　　　　　名 持　　　株　　　数 持 株 比 率

千株 ％

ＫＡＢホールディングス株式会社 8,041 35.08

合同会社ＴＣＴＳ０９ 5,161 22.51

株式会社ウェブクルー 1,346 5.87

日本証券金融株式会社 1,027 4.48

三井住友海上火災保険株式会社 370 1.61

田代　光史 331 1.45

株式会社サンライズインベストメント 324 1.42

山田　祥美 256 1.12

豊岡　幸治 253 1.11

株式会社ヤマニ 202 0.88

（注1）当社は、自己株式を1,161,186株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しており

ます。

（注2）持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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(5) その他株式に関する重要な事項

自己株式の取得、処分等および保有

①　取得株式

　当社は、平成26年３月25日開催の取締役会において、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づ

き、自己株式の取得について決議し、以下のとおり取得いたしました。

(ア) 取得対象株式の種類　　当社普通株式

(イ) 取得した株式の総数　　1,150,200株

(ウ) 取得価額　　　　　　　400,269,600円

(エ) 取得日　　　　　　　　平成28年３月28日

(オ) 取得理由　　　　　　　経営環境の変化に応じた機動的な資本

　　　　　　　　　　　　　 政策を遂行する為。

　また、単元未満株式の取得により自己株式は1,664株増加しておりま

す。

②　処分株式

該当事項はありません。

③　決算期末における保有株式

普通株式 1,161,186株

3.　会社の新株予約権等に関する事項(平成28年3月31日現在）

その他新株予約権等の状況

平成25年８月21日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

①　新株予約権の総数

109,070個

②　新株予約権の目的である株式の種類と数

普通株式　1,090,700株（新株予約権１個につき10株）

③　新株予約権の払込金額

１個当たり　45円

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　4,900円

⑤　新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金および

資本準備金に関する事項

（ア）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増

加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
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たときは、その端数を切り上げるものとする。

（イ）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記（ア）記載の資本金等増加限度額から、上記

（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑥　新株予約権の行使期間

平成25年10月８日から平成35年９月４日まで

（注）平成26年６月27日開催の定時株主総会の決議により、平成26年10月１日を

効力発生日として、10株を１株にする株式併合を実施しており、上記株式

数は割当日前に当該株式併合が行われたと仮定して調整しております。
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4.　会社役員に関する事項

(1) 取締役および執行役の氏名等(平成28年3月31日現在）

①　取締役

氏　名 担　当 重要な兼職の状況

取 締 役 加 畑 雅 之 指名委員

株式会社カーチス取締役会長　株式会社アガ
スタ取締役会長　ＫＡＢホールディングス株
式会社代表取締役会長　株式会社レダ取締役
会長　株式会社創広取締役会長

取 締 役 平 野 忠 邦 ― 株式会社カーチス監査役

取 締 役 松 本 光 章 ― ―

取 締 役 西牟田　泰　央 報酬委員
株式会社カーチス専務取締役　株式会社カー
チスコールセンター取締役　株式会社タカト
ク取締役　株式会社アガスタ取締役

取 締 役 冨 田 圭 潤 ―
株式会社カーチスコールセンター代表取締役
社長

取 締 役 森 本 貴 史 ― 株式会社カーチス代表取締役社長

取 締 役 浜　田　卓二郎
指 名 委 員
監 査 委 員

弁護士法人浜田卓二郎事務所代表社員

取 締 役 内 田 輝 紀
報 酬 委 員
監 査 委 員

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　弁護
士

取 締 役 千 葉 昭 雄
指 名 委 員
監 査 委 員

曙綜合法律事務所代表弁護士

取 締 役 生 駒 　 雅
指 名 委 員
報 酬 委 員
監 査 委 員

有限会社エス・ピー・シー・コンサルティン
グ取締役

（注1）取締役浜田卓二郎、内田輝紀、千葉昭雄、生駒雅の各氏は、会社法第２条第15号に定める
社外取締役であります。

（注2）当事業年度中の取締役の異動、就任は次のとおりであります。
　　　 平成27年６月26日開催の定時株主総会において、取締役全員が任期満了につき退任し、加

畑雅之、平野忠邦、松本光章、西牟田泰央、冨田圭潤、森本貴史、浜田卓二郎、内田輝
紀、千葉昭雄、生駒雅の各氏が取締役に就任しております。

（注3）当社は、東京証券取引所に対して、取締役内田輝紀氏、生駒雅氏を独立役員とする独立役
員届出書を提出しております。

（注4）当社は、経営企画部において監査委員の職務を補助しているため、常勤の監査委員を選定
しておりません。

（注5）株式会社カーチスコールセンターは、平成28年４月１日をもちまして株式会社カーチス
に吸収合併いたしました。

（注6）当事業年度中に退任・辞任した取締役について、該当事項はありません。
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②　執行役

氏　名 担当および重要な兼職の状況

執 行 役 会 長 加 畑 雅 之
当社グループ全体および各執行役の統轄　株式会社カーチス
取締役会長　株式会社アガスタ取締役会長

執行役副会長 平 野 忠 邦 当社グループ全体の統轄　株式会社カーチス監査役

執 行 役
社 長

松 本 光 章 当社グループ全体の運営・管理および各執行役の統轄

専 務 執 行 役 西牟田　泰　央
企画管理本部長　株式会社カーチス専務取締役　株式会社カ
ーチスコールセンター取締役　株式会社タカトク取締役　株
式会社アガスタ取締役

執 行 役 冨 田 圭 潤
企画管理本部副本部長　株式会社カーチスコールセンター代
表取締役社長

執 行 役 森 本 貴 史 事業戦略本部長　株式会社カーチス代表取締役社長

執 行 役 高 田 知 行
経営企画部長　株式会社カーチス取締役　株式会社カーチス
コールセンター取締役　株式会社タカトク監査役　株式会社
アガスタ監査役

執 行 役 池 尻 秀 宗
海外事業部長　株式会社カーチス取締役　株式会社アガスタ
取締役　株式会社カーチス九州販売取締役

執 行 役 後 藤 喜 弘
事業戦略本部副本部長　株式会社カーチス取締役　株式会社
タカトク取締役　株式会社カーチス九州販売監査役

（注1）当事業年度中に退任・辞任した執行役について、該当事項はありません。
（注2）株式会社カーチスコールセンターは、平成28年４月１日をもちまして株式会社カーチス

に吸収合併いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役浜田卓二郎、内田輝紀、千葉昭雄、生駒雅の各氏は、当社

定款および会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その概要は、取締役（業務

執行取締役等であるものを除く。）の損害賠償責任の限度額を、会社法第425条

第１項第１号および第２号に定める金額の合計額とするものです。

(3) 取締役および執行役の報酬等の額

区　　　　　　　分 支 給 員 数 支 給 金 額

取締役
（うち社外取締役）

10名
（４名）

94,750千円
（16,800千円）

執行役 ３名 11,214千円

合計
（うち社外役員）

13名
（４名）

105,964千円
（16,800千円）

（注1) 期末日現在の取締役は10名（うち社外取締役は４名）、執行役は９名であります。
（注2) 期末日現在の取締役兼執行役は６名、取締役を兼務しない執行役は３名であります。

(4) 取締役および執行役の報酬等の額の決定に関する方針

①　方針の決定方法

　当社は、会社法第409条第１項に基づき、報酬委員会が取締役および執行役の

個人別の報酬の内容に係る決定に関する方針を定めております。
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②　方針の概要

1.取締役は、主な職務が当社グループ全体の重要な意思決定および業務執行の監

督であることから、優秀かつ幅広い見識のある人材を確保するための報酬体系

とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬の構成は、基本報

酬、およびストックオプションとし、その水準と構成比については、基本方針

に則り設定いたします。

2.執行役は、当社グループ全体の業務執行を担うことから、会社業績の向上を図

るため優秀な人材を確保するとともに、業績や株価との連動を重視した報酬体

系とすることを基本方針としております。なお、執行役の報酬の構成は、基本

報酬、賞与(業績連動型)、およびストックオプションとし、その水準と構成比

については、基本方針に則り設定いたします。

3.執行役が使用人を兼ねているときは、使用人部分を含めた報酬等の総額を決定

するものとし、取締役を兼任する執行役は、使用人部分への報酬等の振分けは

できないものとしております。

4.個人別の報酬等の内容の決定については、公平性・妥当性を考慮し、適正な報

酬等を定めるものとしております。

5.個人別の報酬等の内容の決定は、以下の事項等を勘案した上で、合理的な範囲

内で報酬等を定めるものとしております。

　＜就任時＞

・当社の前事業年度又は直近の業績および財務状況

・当社の属する業界全体の業績・景況感

・当社経営陣に対する報酬等の支給実績

・対象者の能力・知識・スキル・経験および執行役の場合は委任される職責

　＜変更時＞

・対象者の報酬等を従前より増額又は減額する場合においては、その理由およ

び根拠を明確にした上で、合理的範囲内で報酬等の内容を決定するものとし

ております。
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(5) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

地　位 氏　名 兼職先法人名 兼職の内容 兼職先と当社との関係

取締役

浜　田　卓二郎
弁護士法人浜田
卓二郎事務所

代表社員
当社と弁護士法人浜田卓二郎事務
所との間に重要な取引その他の関
係はありません

内 田 輝 紀
渥美坂井法律事
務所・外国法共
同事業

弁護士
当社と渥美坂井法律事務所・外国
法共同事業との間に重要な取引そ
の他の関係はありません

千 葉 昭 雄
曙綜合法律事務
所

代表弁護士
当社と曙綜合法律事務所との間に
重要な取引その他の関係はありま
せん

生 駒 　 雅
有限会社エス・
ピー・シー・コ
ンサルティング

取締役
当社と有限会社エス・ピー・シー・
コンサルティングとの間に重要な
取引その他の関係はありません

②　当事業年度における主な活動状況

地　位 氏　名
取締役会
出席状況

監査委員会
出席状況

主な活動状況

取締役
監査委員

浜　田　卓二郎 17回中16回 10回中9回
元国会議員および弁護士としての豊富
な経験と高い見識から適宜発言を行っ
ております

内 田 輝 紀 17回中17回 13回中13回
金融・証券における行政経験および弁
護士としての高度な専門知識と高い見
識から適宜発言を行っております

千 葉 昭 雄 17回中16回 13回中12回
弁護士としての企業法務に関する豊富
な経験と卓越した見識から適宜発言を
行っております

生 駒 　 雅 17回中17回 13回中13回
金融業界における豊富な経験に加え、
企業経営の豊富な経験と幅広い見識か
ら適宜発言を行っております

 （注1）書面決議による取締役会の回数は除いております。
 （注2）浜田卓二郎氏は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結後開催された取締役会にお

いて監査委員に選任され、就任いたしました。
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5.　会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

ＰｗＣあらた監査法人

（注）あらた監査法人は平成27年７月１日をもって名称をＰｗＣあらた監査法人に変更してお

ります。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の業務にかかる報酬等の額

30,000千円

② 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計

30,000千円
（注1）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、上記①の金額は合算額で記載しております。

（注2）当社監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方
針」を踏まえ、前期の監査計画、その遂行状況および報酬の見積額の妥当性などを検討
した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法399条第1項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社監査委員会は、会計監査人につき会社法第340条第１項に定める解任事由

に該当すると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任を検討いたしま

す。
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6.　業務の適正を確保するための体制
(1）執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、コンプライアンスを経営の基盤として、健全で継続的な成長を目指

し、社会および株主各位、また、お客様の信頼に応えるために取締役会、報

酬委員会・指名委員会・監査委員会並びに執行役が順法性・適正性を重視し

た経営体制を構築します。また、ディスクロージャーについても、迅速かつ

充実した開示に努めます。

②　執行役の職務執行が法令・定款等を遵守して行われているかの適法性監査は、

監査委員会規程および監査計画に基づき監査委員会が実施します。

③　取締役会は、執行役の業務執行状況が、法令・定款、社内規程等を遵守して

いるかを監督しています。

(2）執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　執行役の職務執行に係る情報については、法令および文書管理規程に基づき作

成・保存します。この情報は、文書管理規程の定めにより取締役、監査委員会、

会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で保存し、その管理は総務部が行います。

(3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、法令遵守・企業倫理等を担当する部署としてコンプライアンス部を

設置し、当社および子会社における当該事項の管理・監督・指導を行います。

なお、法令および社内規程に違反する事実が発生した場合、コンプライアン

ス基本規程により設置されたコンプライアンス委員会が調査し、その内容を

取締役会および監査委員会に報告する体制を整えています。

②　当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合に備え、事前に必要

な対応方法を社内規程により整備し、発生したリスクによる損失を最小限に

とどめるために必要な対応を行います。また、リスク管理を統括する組織と

してリスク管理委員会を設置しています。
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(4) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役

会を開催し、経営戦略、営業戦略等の経営上の重要事項に関して、迅速かつ

合理的に意思決定を行い、執行役による業務執行が効率的に行われることを

確保するとともに、業務執行状況を監督します。

②　取締役会は、業務執行について、その権限を執行役に適切な範囲で委任し、

執行役が当該業務執行の責任を有しています。また、取締役会とは別に執行

役会を開催し、絞り込まれたテーマについて時間をかけて議論を行います。

③　事業運営については、経営環境の変化を踏まえて中期事業計画を策定し、そ

の実行計画として年度予算、各部署の行動目標を策定し、実行しています。

(5) 財務報告の適正性を確保するための体制

　当社および当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに従い、「内部統制基

本方針」を定め、全社レベル並びに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、適

正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムの構築および適切な運用に努め、

財務報告の適正性を確保いたします。なお、その体制の構築にあたっては、外部

の専門家のアドバイスを得て、内部監査部を中心に全社体制で取り組んでいます。

(6) 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、使用人に倫理並びに法令および定款等諸規則の遵守を徹底するため、

コンプライアンス基本規程を制定・施行するとともに、使用人が倫理または

法令等に違反する行為を発見した場合の報告制度として、内部通報制度を整

備しております。これにより、倫理または法令等に違反する行為の早期発見･

是正を図っています。

②　コンプライアンス基本規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その

他必要な人員配置を行います。また、コンプライアンス・マニュアルを制定

し、使用人に対する適切な研修体制を通じてコンプライアンス意識の維持・

向上を図ります。

(7) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

①　社内規程に従い、子会社管理は経営企画部が行うものとし、その総括の下、

各部門がそれぞれ担当する子会社の管理を行います。

②　子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の職務執行

を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査します。
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③　当社は、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制とし

て、定期的および必要に応じ、次の横断的会議体を通じて、当社グループに

おける情報の共有・意見交換等に努めます。

・執行役会

・グループ経営会議

・グループ共通業務部門会議

・その他グループ横断的会議

(8) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

①　監査委員会の職務を補助する使用人を配置し、その使用人は監査委員会の指

示に基づき、職務を行うこととします。

②　監査委員会の職務を補助する使用人に関する人事考課、懲戒処分等に関する

事項は、事前に監査委員会の同意を得るものとします。

(9) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の執行役からの独立性に関

　　する事項

　監査委員会の職務を補助するために事務局を置き、その独立性を確保するため

に事務局に属する使用人の人事に関して、監査委員会は、執行役と意見交換を行

います。

(10) 執行役および使用人が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会へ

の報告に関する体制

　執行役および使用人は、監査委員会からの求めに応じ、業務執行状況を報告し

ます。また、執行役は、会社に対し著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見

したときは、直ちに監査委員会に報告します。

(11) その他監査委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

①　監査委員会は、毎月１回開催するものとし、代表執行役と監査上の重要事項

について意見交換を行います。

②　監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部

監査部に調査を求めます。

③　監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換

を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
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(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況等

　当社は、反社会的勢力への対抗策として、「反社会的勢力対策規程」において

「基本方針」を定め、秩序や企業の健全な活動に脅威を与える「反社会的勢力と

の関係を一切持たず、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他

経済的利益を供与しない。」ことを明示しており、断固たる態度で反社会的勢力

との関係を遮断・排除することとしています。

　反社会的勢力の対応につきましては、総務部長が不当要求防止責任者としてそ

の責務を負い、実質的な運用および対応は総務部が対応統括部署となり、社内関

係部門および管轄警察署等との協力体制を整備し、有事に備えています。

　また、取締役、執行役および使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払う

とともに、何らかの関係を有してしまったときは、総務部を中心に、顧問弁護士、

管轄警察署等と連携し対応する体制を確立します。なお、全国の営業拠点におい

ても、同様に対応することを徹底しています。

(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において

決議された「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社および子会社の内部

統制システムを整備運用しています。

　また、経営および業務遂行の健全かつ適切な運営の強化のため、リスク管理委

員会およびコンプライアンス委員会を定期的に開催し、業務におけるリスクおよ

びコンプライアンス違反行為等の早期発見に努めており、必要に応じて、取締役

会および監査委員会へ報告しています。

　併せて、匿名性が担保された内部通報窓口を設置し、リスクおよびコンプライ

アンス違反行為等の情報収集体制を整備しています。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】

【有 形 固 定 資 産】

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

【無 形 固 定 資 産】

そ の 他

【投 資 そ の 他 の 資 産】

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

差 入 敷 金 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,176,871

4,218,528

1,147,269

2,283,994

1,697

129,476

397,046

△1,141

2,068,845

1,380,087

795,290

515,582

69,215

56,272

56,272

632,484

20,176

5,486

605,111

6,840

△5,129

【流 動 負 債】 1,965,645

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 484,036

短 期 借 入 金 250,000

1年以内返済予定の長期借入金 120,290

未 払 金 414,383

未 払 法 人 税 等 29,790

賞 与 引 当 金 2,553

資 産 除 去 債 務 25,979

そ の 他 638,612

【固 定 負 債】 779,634

長 期 借 入 金 524,290

預 り 保 証 金 8,055

繰 延 税 金 負 債 29,305

資 産 除 去 債 務 181,733

そ の 他 36,251

負 債 合 計 2,745,280

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】 7,241,273

【資 本 金】 2,816,009

【資 本 剰 余 金】 846,611

【利 益 剰 余 金】 3,986,073

【自 己 株 式】 △407,422

【新 株 予 約 権】 2,711

【非 支 配 株 主 持 分】 256,451

純 資 産 合 計 7,500,436

資 産 合 計 10,245,716 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,245,716
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

売 上 高 33,769,133

売 上 原 価 27,438,794

売 上 総 利 益 6,330,338

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,850,554

営 業 利 益 479,783

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,003

受 取 配 当 金 1,328

受 取 手 数 料 4,031

受 取 保 証 料 4,032

協 賛 金 収 入 6,131

金 利 ス ワ ッ プ 評 価 益 116

雑 収 入 12,580 41,223

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,628

支 払 保 証 料 6,515

修 理 費 1,021

雑 損 失 1,423 16,587

経 常 利 益 504,420

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 19,367 19,367

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,622

減 損 損 失 61,389

訴 訟 和 解 金 5,800 70,811

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 452,976

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 71,425

法 人 税 等 調 整 額 29,707 101,133

当 期 純 利 益 351,842

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,342

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 344,500
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,708,975 739,577 3,759,796 △6,009 7,202,340

当 期 変 動 額 －

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使）

107,034 107,034 214,069

剰 余 金 の 配 当 △118,223 △118,223

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

344,500 344,500

自 己 株 式 の 取 得 △401,412 △401,412

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) －

当 期 変 動 額 合 計 107,034 107,034 226,276 △401,412 38,933

当 期 末 残 高 2,816,009 846,611 3,986,073 △407,422 7,241,273

（単位：千円）

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額

新株予約権
非 支 配 株
主 持 分

純 資 産 合 計そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

その他の包
括利益累計
額 合 計

当 期 首 残 高 11,770 11,770 4,659 249,109 7,467,879

当 期 変 動 額 －

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使）

214,069

剰 余 金 の 配 当 △118,223

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

344,500

自 己 株 式 の 取 得 △401,412

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △11,770 △11,770 △1,948 7,342 △6,376

当 期 変 動 額 合 計 △11,770 △11,770 △1,948 7,342 32,556

当 期 末 残 高 － － 2,711 256,451 7,500,436
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連結注記表

Ⅰ．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

   連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

株式会社カーチス、株式会社カーチスコールセンター、株式会社カーチス九州販売、株式会社

タカトク、株式会社アガスタ

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。なお、当連結会計年度より、連結子会

社の株式会社タカトクは決算日を12月31日から３月31日に変更しております。

この決算変更に伴い、当連結会計年度において、平成27年１月１日から平成28年３月31日までの

15か月間を連結しております。

３．会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準および評価方法

①　商品

通常の販売目的で保有するたな卸資産

個別法による原価法（連結貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）によっております。

②　有価証券

その他有価証券　時価のあるもの･･･期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。）

時価のないもの･･･移動平均法による原価法

③　デリバティブ評価基準及び評価方法

デリバティブ･･･時価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法

①　有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　２年～50年

②　無形固定資産

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

ａ．一般債権

貸倒実績率によっております。

ｂ．貸倒懸念債権および破産更生債権

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理･･･税抜方式によっております。

連結納税制度･････････連結納税制度を適用しております。

Ⅲ．会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日。以下「企業結合会

計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成25年９月

13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適

用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金とし

て計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更

しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計期間の連結計算

書類に反映させる方法に変更を行っております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数

株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44

－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連

結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。

Ⅳ．連結貸借対照表の注記

　１．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 708,405千円

　２．担保資産及び担保付債務

(1)担保に供している資産

建物及び構築物

土地

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

1年内返済予定の長期借入金

長期借入金

7,210千円

515,582千円

100,000千円

475,000千円

Ⅴ．連結損益計算書の注記

たな卸評価損

　　商品に係るたな卸評価損13,007千円は、売上原価に含めております。
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Ⅵ．連結株主資本等変動計算書の注記

当連結会計年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株　 式　 数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当 連 結 会 計 年 度 末

株　 式　 数(株)

発行済株式数

普通株式 23,654,009 432,900 － 24,086,909

合計 23,654,009 432,900 － 24,086,909

自己株式

普通株式 9,322 1,151,864 － 1,161,186

合計 9,322 1,151,864 － 1,161,186

　（注1）　普通株式の発行済株式数の増加432,900株は、新株予約権の行使によるものであります。

　（注2）　普通株式の自己株式増加のうち1,664株は単元未満株式の取得によるものであります。

　（注3）　普通株式の自己株式の増加1,150,200株は自己株式の取得によるものであります。

　２.当連結会計年度の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな

る株式の種類及び数

普通株式 602,500株

　３.配当に関する事項

　　(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 118,223 5 平成27年3月31日 平成27年6月29日

　　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　平成28年６月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

　　　提案しております。

　　　①配当金の総額　　　　　　91,702千円

　　　②１株当たり配当額　　　　　　　４円

　　　③基準日　　　　　　平成28年３月31日

　　　④効力発生日　　　　平成28年６月27日

　　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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Ⅶ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達することを基本と
しております。一時的な余資は主に短期的な預金などで運用し、設備投資などで一時的に多額の
資金が必要な場合は、その時点での経営環境によって市場あるいは銀行借入により調達を行うこ
ともあります。投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払金は、ほとんどが３ヵ月以内の支

払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理部門が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとと
もに、財務状態等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。当期の決算日
現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により
表されております。

②　市場リスク（為替・金利等の変動リスク）の管理

当社は投資有価証券について、非上場株式については定期的に発行体企業（取引先企業）の
財務状況等を把握しております。又、上場株式については市場の株価等を把握しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性を連結売上高の１ヵ月分相当に維持することを念頭に、流動性リスクを管
理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定において、変動要因を織り込んでいるため、異なる
前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日現在（当社の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれら
の差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ
るものは、次表には含めておりません。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 4,218,528 4,218,528 -

(2) 受取手形及び売掛金 1,147,269 1,147,269 -

(3) 破産更生債権等 5,486

貸倒引当金(※1) △5,129

356 356 -

(4) 差入敷金保証金 605,111 605,111 -

資産計 5,971,266 5,971,266 -

(1) 支払手形及び買掛金 484,036 484,036 -

(2) 短期借入金 250,000 250,000 -

(3) 未払金 414,383 414,383 -

(4) 未払法人税等 29,790 29,790 -

(5) 長期借入金（※2） 644,580 645,020 440

負債計 1,822,790 1,823,230 440

（※1）破産更生債権等に対し、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※2）1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(注1)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブに関する事項

資　産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(2) 受取手形及び売掛金

受取手形及び売掛金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(3) 破産更生債権等

破産更生債権等については、担保の処分見込額および保証による回収見込額等に基づいて貸倒

見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見

積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(4) 差入敷金保証金

これらは主として店舗の賃貸先に差入れているものであり、その運営が長期の展開となるため

返還を受ける時期は長期間経過後になります。これらの時価については、回収見込額を安全性

の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、及び(4)未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(5)長期借入金

これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状

態が実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額

によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて現在価値を算定し

ております。

(注2)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 20,176

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるには多大なコスト

を要すると見込まれております。したがって、時価を把握することが困難であると認められるこ

とから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)　金融債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

1年内
1年超
5年内

5年超
10年内

10年超

現金及び預金 4,218,528 － － －

受取手形及び売掛金 1,147,269 － － －

差入敷金保証金 473,416 57,584 24,110 50,000

合計 5,839,215 57,584 24,110 50,000

(注4)　長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

1年内
1年超
2年内

2年超
3年以内

3年超
4年内

4年超
5年以内

5年超

短期借入金 250,000 － － － － －

長期借入金 120,290 120,280 120,280 108,730 100,000 75,000

合計 370,290 120,280 120,280 108,730 100,000 75,000

Ⅷ．１株当たり情報の注記

１株当たり純資産額 315円86銭

１株当たり当期純利益 14円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 14円30銭
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Ⅸ．重要な後発事象の注記

（自己株式の取得）

　当社は、平成28年５月11日開催の取締役会において、以下の通り、会社法第165条第３項の規定

により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたし

ました。

１．自己株式の取得を行う理由

　株主還元の強化及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取

得を行うものであります。

２．取引の内容

　　　（1）取得する株式の種類　　当社普通株式

　　　（2）取得する株式の総数　　1,200,000株（上限）

　　　（3）株式の取得価額の総額　500百万円（上限）

　　　（4）取得する期間　　　　　平成28年５月12日～平成28年９月23日

　　　（5）取得方法　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

Ⅹ．その他の注記

１．減損会計に関する注記

(1)減損損失を認識した資産グループの概要
（単位：千円）

用途 所 在 地 種 類 減 損 損 失

店舗等
静岡県静岡市

大阪府堺市　他
建物及び構築物
器具備品　他

32,062

その他 － のれん 29,327

(2)減損損失の認識に至った経緯

　減損損失を認識した資産は、収益性および評価額が帳簿価額に比べて著しく低下したことによ

り、減損の兆候が認められましたので、帳簿価額を回収可能額まで減額しております。

(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

のれん 29,327千円

建物及び構築物 30,654千円

器具備品 721千円

(4)資産グルーピングの方法

　当社グループは、内部管理上の事業所等を単位として資産のグルーピングを行っております。た

だし、賃貸不動産に関する資産および遊休資産については個別にグルーピングを行い、当社の本社

管理部門に関する資産等は共用資産としており、より大きなグルーピングで評価しております。

のれんについては、内部管理目的での区分を基準に、グルーピングを決定しております。

(5)回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は使用価値および正味売却価額を用いており、使用価値算定においては将来キャッ

シュ･フローを５％で割引いて算定しており、正味売却価額の算定に当たっては主に不動産鑑定額

を使用しております。
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２．資産除去債務に関する注記

(1）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

①当該資産除去債務の概要

　　店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

②当該資産除去債務の金額の算定方法

　　使用見込期間を５年～20年と見積り、0.00%～0.91%の割引率を使用して資産除去債務の金額を

計算しております。

③当連結会計年度における当該資産除去債務の増減額

期首残高 187,596千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 38,607千円

時の経過による調整額 1,210千円

資産除去債務の履行による減少額 19,702千円

期末残高 207,712千円

(2）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

立 替 金

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

未 収 法 人 税 等

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】

【有 形 固 定 資 産】

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

【無 形 固 定 資 産】

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

【投 資 そ の 他 の 資 産】

関 係 会 社 株 式

差 入 敷 金 保 証 金

3,122,397

2,280,910

62,185

158

547,000

58,402

87,053

31,811

13,093

78,374

291

△36,883

2,981,470

842,209

320,837

5,789

515,582

13,007

7,500

5,507

2,126,253

2,067,552

58,701

【流 動 負 債】 199,540

1年以内返済予定の長期借入金 100,000

未 払 金 35,234

未 払 費 用 28,412

前 受 金 16,602

預 り 金 13,606

未 払 法 人 税 等 5,684

【固 定 負 債】 539,928

預 り 保 証 金 42,655

長 期 借 入 金 475,000

金 利 ス ワ ッ プ 負 債 6,700

資 産 除 去 債 務 12,000

繰 延 税 金 負 債 3,572

負 債 合 計 739,468

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】 5,361,688

【資 本 金】 2,816,009

【資 本 剰 余 金】 846,611

資 本 準 備 金 846,611

【利 益 剰 余 金】 2,106,489

繰 越 利 益 剰 余 金 2,106,489

【自 己 株 式】 △407,422

【 新 株 予 約 権】 2,711

純 資 産 合 計 5,364,399

資 産 合 計 6,103,868 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,103,868
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損　益　計　算　書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

売 上 高 1,169,753

売 上 原 価 15,524

売 上 総 利 益 1,154,229

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 457,993

営 業 利 益 696,235

営 業 外 収 益 6,689

受 取 利 息 4,401

金 利 ス ワ ッ プ 評 価 益 116

雑 収 入 2,172

営 業 外 費 用 42,659

支 払 利 息 割 引 料 5,705

貸 倒 引 当 金 繰 入 36,883

雑 損 失 69

経 常 利 益 660,266

特 別 利 益 19,367

投 資 有 価 証 券 売 却 益 19,367

特 別 損 失 19,235

子 会 社 株 式 評 価 損 9,999

減 損 損 失 9,178

固 定 資 産 売 却 損 56

税 引 前 当 期 純 利 益 660,398

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,457

法 人 税 等 調 整 額 26,218 47,676

当 期 純 利 益 612,722
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株主資本等変動計算書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

株　　　主　　　資　　　本

資　本　金

資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 2,708,975 739,577 739,577

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使）

107,034 107,034 107,034

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得/処分

株 主 資 本 以 外 の
当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計 107,034 107,034 107,034

当 期 末 残 高 2,816,009 846,611 846,611

（単位：千円）

株　　　主　　　資　　　本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他利益剰余金

繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

当 期 首 残 高 1,611,990 1,611,990 △6,009 5,054,533

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使）

214,069

剰 余 金 の 配 当 △118,223 △118,223 △118,223

当 期 純 利 益 612,722 612,722 612,722

自己株式の取得/処分 △401,412 △401,412

株 主 資 本 以 外 の
当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計 494,499 494,499 △401,412 307,155

当 期 末 残 高 2,106,489 2,106,489 △407,422 5,361,688
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（単位：千円)

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価･換算
差額等合計

当 期 首 残 高 11,770 11,770 4,659 5,070,963

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使）

△1,948 212,121

剰 余 金 の 配 当 △118,223

当 期 純 利 益 612,722

自己株式の取得/処分 △401,412

株 主 資 本 以 外 の
当 期 変 動 額

△11,770 △11,770 △11,770

当 期 変 動 額 合 計 △11,770 △11,770 △1,948 293,436

当 期 末 残 高 － － 2,711 5,364,399
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個別注記表

Ⅰ．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式･･･移動平均法による原価法

その他有価証券　時価のあるもの･･･期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。）

②デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ･･･時価法

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　３年～50年

工具、器具及び備品　　　　　　　　　　５年～８年

（2）無形固定資産

　定額法によっております。

　商標権は10年で償却しております。

　ソフトウエア（自社利用分）について、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

３．重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒れ実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理･･･税抜方式によっております。

連結納税制度･････････連結納税制度を適用しております。

Ⅲ．会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日。以下「企業結合会計

基準」という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９月13

日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生し

た事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施さ

れる企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合

日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、及び事業分離等会計

基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわた

って適用しております。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 14,900千円

２．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 666,098千円

短期金銭債務 185千円

３．担保資産及び担保付債務

　（1）担保に供している資産

　　建物及び構築物 7,210千円

　　土地 515,582千円

　（2）上記の担保資産によって担保されている債務

　　1年内返済予定の長期借入金 100,000千円

　　長期借入金 475,000千円

Ⅴ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 1,157,843千円

営業取引以外の取引高

受取利息 934千円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類および株式数

当 事 業 年 度 期 首
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 増 加
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 減 少
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 期 末
株　式　数（株）

普通株式 9,322 1,151,864 － 1,161,186

合計 9,322 1,151,864 － 1,161,186

（注）普通株式の自己株式増加のうち1,664株は、単元未満株式の取得によるものであります。

　　　普通株式の自己株式の増加1,150,200株は、自己株式の取得によるものであります。
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Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、税務上の繰越欠損金であります。

繰延税金負債の主な発生原因は、資産除去債務であります。

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する

等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開

始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年４月１日

に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい

ては33.1％から30.8％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に

ついては、33.1％から30.6％となります。

　なお、この税率変更による影響は軽微であります。

Ⅷ．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している固定資産として端末機器およ

びその周辺機器があります。

Ⅸ．関連当事者との取引に関する注記

　子会社

属性 会社名
議決権等の
所有（被所
有）の割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社 ㈱カーチス
所有
直接　100%

役員の兼任

経営指導料
の受取
（注）

589,546 売掛金 57,606

資金の貸付 500,000 貸付金 500,000

子会社
㈱カーチス

コールセンター
所有
直接　100%

役員の兼任
経営指導料
の受取
（注）

22,004 売掛金 1,929

子会社
㈱カーチス
九州販売

所有
直接　100%

役員の兼任 資金の貸付 47,000 貸付金 47,000

子会社 ㈱アガスタ
所有
直接 66.7%

役員の兼任
経営指導料
の受取
（注）

21,076 売掛金 2,457

　上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

　取引条件および取引条件の決定方針等

　（注）経営指導料は独立第三者間での取引と同様に一般的な取引条件にて行っております。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 233円87銭

１株当たり当期純利益 25円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 25円44銭
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Ⅺ．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

　当社は、平成28年５月11日開催の取締役会において、以下の通り、会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしまし

た。

1.自己株式の取得を行う理由

株主還元の強化及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を

行うものです。

2.取得の内容

（1）取得する株式の種類　　当社普通株式

（2）取得する株式の総数　　1,200,000株（上限）

（3）株式の取得価額の総額　500百万円（上限）

（4）取得する期間　　　　　平成28年5月12日～平成28年9月23日

（5）取得方法　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

Ⅻ．その他の注記事項

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月17日

株式会社カーチスホールディングス

取　締　役　会　御中

ＰｗＣあらた監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 友田　和彦 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 田邊　晴康 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社カーチスホールディングスの平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社カーチスホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

強調事項

重要な後発事象（自己株式の取得）に記載されているとおり、会社は、平成28年５月11日開催の

取締役会において、自己株式を取得することを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月17日

株式会社カーチスホールディングス

取　締　役　会　御中

ＰｗＣあらた監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 友田　和彦 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 田邊　晴康 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カーチスホールディング

スの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附

属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ

の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明

細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象（自己株式の取得）に記載されているとおり、会社は、平成28年５月11日開催の

取締役会において、自己株式を取得することを決議した

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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監査委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査委員会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第29期事業年度における取締

役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報

告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容、ならびに当該決議に基づき整備されている内部統制システムの状況について取締役及び執行

役、ならびに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明し、かつ、監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社

の内部監査部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に

関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及

び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通

及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそれらの附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につき検討いたしました。
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２．監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容、ならびに取締役及び執行役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＰｗＣあらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人ＰｗＣあらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月25日

株式会社カーチスホールディングス
代表執行役社長　松本光章　殿

株式会社カーチスホールディングス 監査委員会

監査委員長 浜　田　卓二郎 
監査委員 内 田 輝 紀 
監査委員 千 葉 昭 雄 
監査委員 生 駒 　 雅 ㊞

（注） 監査委員長浜田卓二郎及び監査委員内田輝紀、千葉昭雄、生駒雅は、会社法第２条第15号及

び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、将

来の事業展開と経営体質の強化のための内部留保を確保しつつ、安定的且つ適正な

利益還元の実行を基本方針としております。

　当期末の配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案いたし

まして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

　　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　当社普通株式　１株につき金４円

　　配当総額　　　91,702,892円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　平成28年６月27日
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　当社は、グループ会社の集約と業務効率向上を図ることを目的として、現行定

款第３条の本店所在地を現在の台東区より、本社機能の所在地である千代田区に

変更するものであります。

　なお、本店所在地につきましては、第28回定時株主総会の決議により、「東京

都台東区」から「東京都港区」に変更すること、当該定款変更の効力発生時期を

「平成27年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日」と

することをご承認いただきましたが、経済条件、立地条件、利便性等を考慮した

上で、千代田区への本社機能移転先が最適であると判断し、「東京都港区」への

変更に係る上記取締役会決議は行いませんでした。

　上記に伴い、現在定款上の本店所在地である「台東区」を「千代田区」へ変更

し、及び残存した附則を削除するものであります。

２．変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都台東区

に置く。

第４条～第３９条（条文省略）

附　則

（定款一部変更の効力発生日）

第３条の規定変更は、平成27年12月31日

までに開催される取締役会において決定

する本店移転日をもって効力を生ずるも

のとし、本附則は、当該本店移転日の経

過をもってこれを削除する。

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都千代田

区に置く。

第４条～第３９条（現行どおり）

（削　除）
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第３号議案　取締役８名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となります。つきまし

ては、企業価値の向上を図るため、経営効率面、監督機能の実効性等を総合的に勘

案した結果、指名委員会の決定に基づき、取締役８名の選任をお願いするものであ

ります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

１

か

加
 

　
ばた

畑
 

　
まさ

雅
 

　
ゆき

之

（昭和28年８月８日生）

昭和47年４月　不動建設株式会社(現：株式会社不動テ

トラ)　入社

昭和50年９月　千代化学工業株式会社　入社

昭和54年10月　セントラル通商株式会社(現：ＫＡＢホ

ールディングス株式会社)　設立　代

表取締役社長

平成21年９月　株式会社創広監査役

平成23年６月　株式会社創広代表取締役会長

平成24年８月　ＫＡＢホールディングス合同会社(現：

ＫＡＢホールディングス株式会社)　

設立　代表社員

平成24年11月　当社取締役兼執行役会長（現任）

　　 〃 　　　株式会社レダ取締役会長(現：ＫＡＢホ

ールディングス株式会社)

　　 〃 　　　株式会社創広取締役会長（現任）

平成26年４月　株式会社カーチス取締役会長（現任）

平成26年７月　株会社アガスタ取締役

平成26年12月　同社取締役会長（現任）

平成27年12月　ＫＡＢホールディングス株式会社代表

取締役会長（現任）

〔当社における担当・委員〕指名委員

 4,500株

２

まつ

松
 

　
もと

本
 

　
みつ

光
 

　
あき

章
（昭和26年６月15日生）

昭和49年４月　大正海上火災保険株式会社（現：三井
住友海上火災保険株式会社）入社

平成７年４月　同社東京営業第一部　上野支社長
平成16年４月　同社九州本部　福岡支店長
平成19年４月　同社執行役員東京自動車本部長兼同本

部損害サービス・イノベーション本部
長兼自動車営業推進本部長兼同本部損
害サービス・イノベーション本部長

平成21年４月　同社常務執行役員東京自動車本部長兼
同本部損害サポート・イノベーション
本部長兼自動車営業推進本部長兼同本
部損害サポート・イノベーション本部
長

平成23年４月　同社専務執行役員東京自動車本部長兼
自動車営業推進本部長

平成24年４月　同社特別顧問
平成24年６月　同社常勤監査役
平成27年６月　当社取締役兼代表執行役社長（現任）

 2,000株

－ 46 －



候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

３

にし

西
む

牟
た

田
 

　
やす

泰
 

　
お

央

（昭和31年９月24日生）

昭和54年４月　株式会社協和銀行(現：株式会社りそな

銀行)　入行

平成11年11月　同行融資第一部　副部長

平成14年３月　株式会社レダ　入社

平成14年６月　同社取締役

平成15年８月　同社常務取締役

平成21年９月　株式会社創広取締役社長

平成24年11月　当社取締役兼執行役

平成25年４月　株式会社カーチス取締役

平成26年４月　当社取締役兼常務執行役

　　 〃 　　　株式会社カーチス常務取締役

平成26年７月　株会社アガスタ監査役

平成26年12月　同社取締役（現任）

平成27年６月　当社取締役兼専務執行役（現任）

平成27年７月　株式会社カーチス専務取締役（現任）

〔当社における担当・委員〕報酬委員

　　　　　　　　　　　　　企画管理本部長

21,020株

４

もり

森
 

　
もと

本
 

　
たか

貴
 

　
し

史
（昭和50年７月９日生）

平成10年10月　株式会社ジャック（現：当社）盛岡支
店　入社

平成13年５月　当社秋田支店店長
平成14年２月　当社盛岡支店店長
平成15年４月　当社北海道・東北エリアエリア長
平成18年９月　当社東北ブロック副ブロック長
平成19年４月　当社執行役員
平成20年５月　当社執行役員兼西日本事業部事業部長
平成20年９月　当社執行役員兼首都圏事業部事業部長
平成20年12月　当社執行役員兼東日本事業部事業部長
平成21年４月　株式会社カーチス代表取締役社長（現

任）
平成21年６月　当社取締役
平成21年12月　当社取締役副社長
平成22年２月　当社取締役兼副社長執行役
平成24年11月　当社取締役兼執行役（現任）
〔当社における担当・委員〕事業戦略本部長

15,350株

５

ひら

平
 

　
の

野
 

　
ただ

忠
 

　
くに

邦

（昭和17年８月20日生）

昭和40年４月　運輸省（現：国土交通省）　入省

平成６年６月　海上保安庁次長

　　 〃 　　　社団法人日本旅行業協会（現：一般社

団法人日本旅行業協会）理事長

平成８年７月　日本貨物航空株式会社専務取締役

平成15年６月　関西国際空港株式会社代表取締役副社

長
平成21年６月　同社顧問
平成25年12月　当社顧問

平成26年６月　株式会社カーチス監査役（現任）

　　 〃 　　　当社取締役兼執行役副会長（現任）

 6,600株

－ 47 －



候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

６

はま

浜
 

　
だ

田
 

　
たく

卓
じ

二
ろう

郎

(昭和16年10月５日生)

昭和40年４月　大蔵省(現：財務省)　入省

昭和45年７月　新潟県三条税務署長

昭和49年７月　大蔵省主計局主査

昭和55年６月　第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連

続４期当選)

昭和62年11月　外務政務次官(副大臣)

平成３年１月　衆議院社会労働委員長

平成３年８月　衆議院厚生委員長

平成３年11月　衆議院法務委員長

平成10年７月　第18回参議院議員選挙当選

平成11年７月　参議院予算委員会委員　財政金融委員

会理事

平成11年10月　参議院行政監視委員長

平成17年２月　弁護士法人浜田卓二郎事務所　設立　

代表社員(現任)

平成24年11月　当社社外取締役（現任）

〔当社における担当・委員〕指名委員

　　　　　　　　　　　　　監査委員

－

７

うち

内
 

　
だ

田
 

　
てる

輝
 

　
き

紀

(昭和16年２月28日生)

昭和39年４月　大蔵省(現：財務省)　入省

平成２年７月　関東財務局東京証券取引所監理官兼大

臣官房審議官(証券局担当)

平成４年６月　大蔵省印刷局長

平成５年６月　電源開発株式会社常務取締役

平成13年４月　株式会社大阪証券取引所副社長

平成14年６月　株式会社武富士取締役副会長

平成19年２月　弁護士登録

平成19年９月　渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律

事務所・外国法共同事業)　入所　(現

任)

平成24年11月　当社社外取締役（現任）

〔当社における担当・委員〕報酬委員

　　　　　　　　　　　　　監査委員

－

－ 48 －



候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

８

い

生
 

　
こま

駒
 

　
 

　
 

　
まさる

雅

(昭和36年５月14日生)

昭和59年４月　株式会社北海道拓殖銀行　入行

昭和63年３月　鐘淵化学工業株式会社(現：株式会社カ

ネカ)入社

平成４年７月　大和ファイナンス株式会社　入社

平成９年７月　三洋電機クレジット株式会社(現：日本

ＧＥ株式会社)　入社

平成10年８月　株式会社三洋倶楽部(現：株式会社エ

ス・シー倶楽部)取締役

平成13年６月　同社代表取締役社長

平成16年６月　株式会社ハナテン代表取締役社長

平成17年12月　有限会社エス・ピー・シー・コンサル

ティング取締役(現任)

平成20年11月　株式会社プライメックスキャピタル社

外監査役(現任)

平成24年11月　当社社外取締役（現任）

〔当社における担当・委員〕指名委員

　　　　　　　　　　　　　報酬委員

　　　　　　　　　　　　　監査委員

－

－ 49 －



（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

(1)取締役候補者浜田卓二郎、内田輝紀、生駒雅の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号

に定める社外取締役候補者であります。

(2)社外取締役候補者の選任理由について

① 浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験は

ありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有してお

り、平成23年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を

活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監

視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるもの

と判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の

当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって、３年７ヶ月となります。

② 内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培わ

れた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高

度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活

躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機

能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、

引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取

締役在任期間は本総会終結の時をもって、３年７ヶ月となります。

③ 生駒雅氏は、金融業界の幅広い専門知識と豊富な経験に加え、中古車業界における経営

者としての経験もあるため、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する

監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるも

のと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏

の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって、３年７ヶ月となります。

(3)社外取締役との責任限定契約について

浜田卓二郎、内田輝紀、生駒雅の３氏は、現在当社の社外取締役であり、当社定款およ

び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定

する契約を締結しており、本議案が承認可決された場合は、当該責任限定契約を継続する

予定であります。その概要は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の損害賠

償責任の限度額を、会社法第425条第１項第１号および第２号に定める額の合計額とするも

のです。

3. 当社は内田輝紀氏、生駒雅氏を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立

役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員と

する予定であります。

以　上

－ 50 －



メ　　モ



定時株主総会会場案内図

会場　東京都江戸川区北小岩一丁目17番１号

小岩アーバンプラザ　ホール

電話　03-5694-8151

ＪＲ総武線　小岩駅北口より徒歩15分

京成電鉄　江戸川駅より徒歩10分

京成バス　ＪＲ小岩駅発（小72系統）

瑞江駅、一之江駅、（篠崎駅経由）江戸川スポーツランド行き

一里塚バス停下車　徒歩５分


